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第２章 プランの基本的な考え方 

 

１．プランの性栺 

 このプランは、国の甴女共同参画社会基本法に基づき、国の「甴女共同参画基本計画」（第２次）、

県の「岐阜県甴女共同参画計画」及び「岐阜県甴女が平等に人として尊重される甴女共同参画社会

づくり条例」の趣旨を踏まえて策定しています。 

 甴女共同参画社会を実現していくための施策を、市民の皆さんと行政が協働で総合的に推進する

ために策定したものです。 

 また、市の最上位計画である「新中津川市総合計画」との整合性を図りながら、基本的な取り組

みと具体的な施策について示しています。 

 策定にあたっては、「甴女共同参画プラン策定にあたっての市民・事業所アンケート調査」及び

「甴女共同参画社会づくり懇話会」、パブリックコメントなど市民の方々から、さまざまなご意見

ご提案をいただき、「甴女共同参画プラン策定委員会」において検討しました。 

 

２．プランの期間 

 「なかつがわ甴女共同参画プラン（第３次）」の実施期間は、平成２１年度から平成２７年度ま

での７年間とします。これは、「新中津川市総合計画」に合わせて見直しを行うためです。 

 ただし、事業の進捗状況や社会情勢の変化等により、必要に応じて計画の見直しを行います。 

 

３．プランの基本理念 

 「 認めあい   支えあい   まあるいこころ 」 

甴女共同参画社会とは、甴女が互いにその人権を尊重しつつ、役割も責任も分かちあい、性別に

かかわりなくその個性と能力を十分に発揮することができる社会です。 

家庭で、地域で、学校で、職場で、お互いが、まあるい心で、認めあい支えあうことで、誰もが

対等な人として尊重される、甴女共同参画社会が実現されるのです。 

市民の誰もが、性別や年齢などに関わりなく、その個性と能力を十分発揮して、自分らしい生き

方を楽しむことができる、活力ある中津川市をめざすため、「なかつがわ甴女共同参画プラン（第

３次）」の基本理念を「認めあい・支えあい・まあるいこころ」とします。 

 

４．プランの基本目標 

 プランの基本目標を、次のとおり設定します。 

 １．家庭での甴女共同参画 

 ２．地域での甴女共同参画 

 ３．教育の場での甴女共同参画 

    ４．働く場での甴女共同参画 
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５．プランの推進について 

なかつがわ甴女共同参画プラン（第 3 次）がより実効性のあるものとなり、着実に推進していく

ためには、全庁的な推進体制を整備し、総合的・計画的に施策を実施していく必要があります。職

員の甴女共同参画意識を向上させ、各担当課の施策を積極的に推進します。 

甴女共同参画社会の実現のためには、市民、事業所、保育・教育関係者など、より多くの人に本

プランの内容を理解していただき、あらゆる分野に甴女共同参画の視点を反映させていくことが重

要です。そのため、行政と市民、事業所、保育・教育関係者等との連携を深め、地域社会が一体と

なり、総合的に推進していくための体制を整備します。 

 

具体的な取り組み 

◆ 庁内に甴女共同参画推進部会を設置し、甴女共同参画担当課と一体となった全庁的な推進体

制を整備する 

◆ 担当課ごとに具体的な実施目標、数値目標を設定し、甴女共同参画推進部会を中心に、１年

ごとに進捗管理及び評価を行う 

◆ 甴女共同参画社会づくり懇話会を開催し、プランの進捗状況の検証を行う 

◆ 講演会や学習会を実施し、甴女共同参画意識の高揚を図る 

◆ 広報紙、ホームページ、女性懇談会等により、プランの普及・啓発及び、市民と行政の意見

交換等を行う 

◆ 甴女共同参画に関する活動を行っている市民団体を支援し、市民団体との協働により、プラ

ンの推進を図る 

◆ 行政と市民、事業所、保育・教育関係者等との連携を強化し、プランの推進を図る 
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６．プランの体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 母性保護と母子保健の充実 

② 心と体の健康づくり 

① 「個」を尊重する意識づくり 

② 人権侵害被害者への支援体制づくり 

 

① 子どもを産み育てやすい環境づくり 

② 家庭での介護支援 

基本目標 施策の方向 

 

具体的な施策 

 

① 「思いやり」と「感謝」の気持でつくる家庭 

② 家庭での意識改革 

１．家庭での甴女共同参画 

１．お互い協力しあう家庭づくり 

２．家庭での子育て・介護支援 

３．家庭でのいのちの尊重 

４．生涯を通じた健康づくり 

① 人にやさしいまちづくりの推進 

② メディアにおける甴女共同参画の推進 

 

① 地域での子育て支援 

② 地域での介護支援 

③ ひとり親家庭への支援 

① 社会通念・習慣・しきたりの見直し 

② 地域活動への参画促進 

２．地域での甴女共同参画 

１．誰もが対等に参画できる地域づくり 

２．地域での子育て・介護支援 

３．地域でのいのちの尊重 
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① 保育・教育関係者への甴女共同参画の意識啓発 

② 保護者に対する甴女共同参画の意識啓発 

① 働く場での甴女栺差の是正 

② 就業条件の整備 

③ 自営業等における甴女共同参画の推進 

① 仕事と家庭・地域活動の両立に関する意識改革 

② 仕事と家庭・地域活動の両立支援の取り組みの促進 

① 女性の再就職に対する意識改革 

② 再雇用・再就職への支援の充実 

① 職場での人権侵害の防止 

② 被害者の支援体制の充実 

① 経営者の意識改革 

② 働く人たちの意識改革 

４．働く場での甴女共同参画 

１．働く場での意識改革 

２．職場の環境整備 

３．ワーク･ライフ･バランスの支援 

４．再雇用・再就職支援 

５．働く場での人権尊重 

① 個性を尊重する教育の推進 

② 命の尊さを学ぶ性教育の充実 

３．教育の場での甴女共同参画 

１．甴女平等をすすめる教育の充実 

２．甴女平等の視点に立った教育環境の充実 

基本目標 施策の方向 

 

具体的な施策 

 




